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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　正面部に上下方向操作キーと左右方向操作キーとを含む主操作部を備えた第１筐体と、
　正面部に表示部を備えた第２筐体と、
　前記第１筐体と前記第２筐体とを、前記第１筐体の正面部及び前記第２筐体の正面部と
が露出する第１状態と、前記第１筐体の正面部が前記第２筐体に被覆されて該第２筐体の
正面部が露出する第２状態とに変形自在に連結する連結機構部と、
　前記第２状態のときに、前記第１筐体または前記第２筐体の露出する位置に配置される
、前記表示部の長手方向に対応して一列に配置される１対の第１操作キーと短手方向に対
応して一列に配置される１対の第２操作キーからなる副操作部と、
　を備え、
　前記副操作部は、前記第２状態のときに、前記第１操作キーまたは前記第２操作キーの
内の一方に前記主操作部の上下方向操作キーとしての操作機能が割り当てられ、前記第１
操作キーまたは前記第２操作キーの内の他方に前記主操作部の左右方向操作キーとしての
操作機能が割り当てられることを特徴とする携帯端末装置。
【請求項２】
　前記副操作部である短手方向に対応して一列に配置される１対の第２操作キーは、前記
第１状態のときに操作無効とされることを特徴とする請求項１に記載の携帯端末装置。
【請求項３】
　前記連結機構部は、前記第１筐体と前記第２筐体とを、前記第１筐体の正面部が前記第
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２筐体の正面部と対向した状態で該第２筐体に被覆される第３状態に変形自在に連結し、
　前記第３状態において、前記副操作部である前記第１操作キー及び前記第２操作キーの
操作機能は、前記上下方向操作キー及び前記左右方向操作キーの有する操作機能とは異な
った操作機能が割り当てられることを特徴とする請求項１または２に記載の携帯端末装置
。
【請求項４】
　前記第２状態のとき、前記副操作部としての前記第１操作キーまたは前記第２操作キー
に加え、該第１操作キーまたは前記第２操作キーが配置される部位に対して直線上に一列
に、選択または決定のための操作機能が割り当てられた第３操作キーがさらに配設される
ことを特徴とする請求項１乃至３の何れか１項に記載の携帯端末装置。
【請求項５】
　前記第２状態のとき、前記副操作部としての前記第１操作キーまたは前記第２操作キー
に加え、該第１操作キーまたは前記第２操作キーが配置される部位に対して直線上に一列
に、取り消しまたは戻るための操作機能が割り当てられた第４操作キーがさらに配設され
ることを特徴とする請求項１乃至４の何れか１項に記載の携帯端末装置。
【請求項６】
　前記連結機構部は、前記第２筐体の前記表示部の表示面と平行な回動軸を有する回動連
結部によって前記第２筐体に連結されており、前記第２状態のときに露出する前記表示部
と同一平面上に位置する部位の表面に、前記第２操作キーが配設されることを特徴とする
請求項１乃至５の何れか１項に記載の携帯端末装置。
【請求項７】
　前記表示部は、前記第２筐体の長手方向または短手方向の何れかに表示方向が切り替え
られるように表示制御され、
　前記副操作部である前記第１操作キー及び第２操作キーに割り当てられる前記上下方向
操作キー及び前記左右方向操作キーの操作機能は、前記表示部の前記表示方向に応じて変
更されることを特徴とする請求項１乃至６の何れか１項に記載の携帯端末装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、キー・アサイン機能を具備する携帯端末装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯端末装置は、携帯性の向上という観点から、より小型軽量であることが求められて
いる。ところが、操作性を考慮すれば、操作キーの小型化には限界がある。加えて、表示
画面の画面サイズについては大型化が求められている。このような相反する要求を両立さ
せるため、近年の携帯端末装置では、表示画面が設けられた表示筐体と、操作キーが設け
られた操作筐体とをヒンジによって連結し、表示筐体の表示画面を含む表示パネルと、操
作筐体の操作キーを含む操作パネルとを対向させて、折り畳む（通常クローズ状態：フォ
ルダ閉状態とも称する）ことができるものが主流となっている。
【０００３】
　さらに、折り畳み用の第１回転軸だけでなく、第１回転軸に直交する第２回転軸を有す
る２軸ヒンジを用い、第２回転軸を中心として操作筐体及び表示筐体を相対的に回転可能
にした携帯端末装置が提案されている。このような折り畳み式携帯端末装置では、表示パ
ネルを外側に向け、操作パネルを内側に向けて折り畳む（ターンクローズ状態と称する）
ことにより、携帯端末装置全体をコンパクトにした状態で、表示画面を閲覧することがで
きる。
【０００４】
　しかし、表示パネルを外側に向けて折り畳んだ状態、すなわち、ターンクローズ状態で
は、操作パネルが内側となるので、当該操作キーのキー操作を行うことができないという
問題があった。そこで、従来より、表示パネル上に操作キー（十字キー）を設けることに
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より、表示パネルを外側にして折り畳んだ（ターンクローズ）状態でもキー操作入力を可
能とした携帯端末装置が提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００５】
　図１２及び図１３に、従来の携帯端末装置における十字キーの配置を示す。従来文献で
は、十字キーの２通りの配置が示されている。
【０００６】
　図１２は、第１の十字キーの配置を示す図で、図１２（Ａ）は、通常オープン（フォル
ダ開）状態における従来の携帯端末装置４００を正面から見た図であり、図１２（Ｂ）は
、通常オープン状態における従来の携帯端末装置４００を側面から見た図である。この例
では、操作パネル、すなわち、主操作部における十字キー４０２ａが操作パネルの側面（
十字キー４０２ｂ）にも配置され、ターンクローズ状態でも十字キー４０２ｂの操作が可
能となっている。
【０００７】
　図１３は、第２の十字キーの配置を示す図で、図１３（Ａ）は、オープン状態（図では
操作部パネルが反転した状態）における従来の携帯端末装置２００をメイン表示画面２０
１側から見た図であり、図１３（Ｂ）は、逆クローズ（ターンクローズ）状態における従
来の携帯端末装置２００をメイン表示画面２０１側から見た図である。この例では、操作
パネルにおける十字キー２０２がメイン表示画面２０１側（十字キー２０２）に配置され
、逆クローズ状態でも十字キー２０２の操作が可能となっている。
【特許文献１】特開２００６－２０２７３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、図１２に示した従来技術では、十字キーを携帯端末装置の側面に配置し
ているため、携帯端末装置の容量が大きくなって（例えば、厚くなって）しまったり、操
作に違和感があるという問題があった。
【０００９】
　また、図１３に示した従来技術では、十字キーのキー構成をそのままディスプレイ（メ
イン表示画面）側に配置（搭載）しているため、キースペースが多く必要となり、ディス
プレイの大画面化を考慮した場合、携帯端末装置（筐体）が大型化してしまうという問題
があった。
【００１０】
　さらに、両者に共通して、従来技術では、表示部の縦長方向での使用にのみ対応した十
字キーのキー構成を、そのままメイン表示画面側または携帯端末装置の側面に配置してい
るため、例えば、表示部を横長方向で使用した場合等には、操作に違和感があり、また、
十字キー以外の用途に当該十字キーを使用した場合、操作に違和感があり、使い辛いとい
う問題があった。
【００１１】
　本発明は、上記問題に鑑みて成されたものであり、筐体のコンパクト化が図れ、または
ディスプレイの大画面化が図れる携帯端末装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明に係る携帯端末装置は、上記目的を達成するため、正面部に上下方向操作キーと
左右方向操作キーとを含む主操作部を備えた第１筐体と、正面部に表示部を備えた第２筐
体と、前記第１筐体と前記第２筐体とを、前記第１筐体の正面部及び前記第２筐体の正面
部とが露出する第１状態と、前記第１筐体の正面部が前記第２筐体に被覆されて該第２筐
体の正面部が露出する第２状態とに変形自在に連結する連結機構部と、前記第２状態のと
きに、前記第１筐体または前記第２筐体の露出する位置に配置される、前記表示部の長手
方向に対応して一列に配置される１対の第１操作キーと短手方向に対応して一列に配置さ
れる１対の第２操作キーからなる副操作部とを備え、前記副操作部は、前記第２状態のと
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きに、前記第１操作キーまたは前記第２操作キーの内の一方が前記主操作部の上下方向操
作キーとしての操作機能が割り当てられ、前記第１操作キーまたは前記第２操作キーの内
の他方が前記主操作部の左右方向操作キーとしての操作機能が割り当てられることを特徴
とする。
【００１３】
　また、上記携帯端末装置では、前記副操作部である短手方向に対応して配置される１対
の第２操作キーは、前記第１状態のときに操作無効とされるものである。
【００１４】
　また、上記携帯端末装置では、前記連結機構部は、前記第１筐体と前記第２筐体とを、
前記第１筐体の正面部が前記第２筐体の正面部と対向した状態で該第２筐体に被覆される
第３状態に変形自在に連結し、前記第３状態において、前記副操作部である前記第１操作
キー及び前記第２操作キーの操作機能は、前記上下方向操作キー及び前記左右方向操作キ
ーの有する操作機能とは異なった操作機能が割り当てられるものである。
【００１５】
　また、上記携帯端末装置では、前記第２状態のとき、前記副操作部としての前記第１操
作キーまたは第２操作キーに加え、該第１操作キーまたは第２操作キーが配置される部位
に対して直線上に一列に、選択または決定のための操作機能が割り当てられた第３操作キ
ーがさらに配設されるものである。
【００１６】
　また、上記携帯端末装置では、前記第２状態のとき、前記副操作部としての前記第１操
作キーまたは第２操作キーに加え、該第１操作キーまたは第２操作キーが配置される部位
に対して直線上に一列に、取り消しまたは戻るための操作機能が割り当てられた第４操作
キーがさらに配設されるものである。
【００１７】
　また、上記携帯端末装置では、前記連結機構部は、前記第２筐体の前記表示部の表示面
と平行な回動軸を有する回動連結部によって前記第２筐体に連結されており、前記第２状
態のときに露出する前記表示部と同一平面上に位置する部位の表面に、前記第２操作キー
が配設されるものである。
【００１８】
　また、上記携帯端末装置では、前記表示部は、前記第２筐体の長手方向または短手方向
の何れかに表示方向が切り替えられるように表示制御され、前記副操作部である前記第１
操作キー及び前記第２操作キーに割り当てられる前記上下方向操作キー及び前記左右方向
操作キーの操作機能は、前記表示部の表示方向に応じて変更されるものである。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、第２状態において、露出する部位に設けられた副操作部に対して、第
１状態での主操作部における上下方向操作キーと左右方向操作キーに応じた操作機能の割
り当てを行うことにより、筐体のコンパクト化又は表示の大画面化が図れ、第２状態のと
きにも第１状態のときと同等な機能の操作を行うことができ、これにより、違和感の無い
キー操作が可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、図面を参照して本発明を実施するための最良の形態を説明する。
＜携帯端末装置の構成＞
【００２１】
　図１は、本発明に係るホスト装置と通信を行う携帯端末装置の一例である携帯電話装置
１の開いた状態における正面図を示す。また、図２（Ａ）は、携帯電話装置１を開いた状
態における左側面図を示し、図２（Ｂ）は、携帯電話装置１を開いた状態における右側面
図を示す。また、図３は、携帯電話装置１を開いた状態における背面図を示す。
【００２２】
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　携帯電話装置１は、表面がフロントパネル２ａとリアパネル２ｂにより構成される操作
部側筐体部（第１筐体）２と、表面がフロントパネル３ａとリアパネル３ｂにより構成さ
れる表示部側筐体部（第２筐体）３と、を備えて構成される。操作部側筐体部２は、フロ
ントパネル２ａ表面に、操作キー群（主操作部）１１と、携帯電話装置１の使用者が通話
時に発した音声が入力される音声入力部１２とが露出するように構成される。また、操作
キー群１１は、各種設定や電話帳機能やメール機能などの各種機能を作動させるための機
能設定操作キー１３と、電話番号の数字やメールなどの文字などを入力するためのテンキ
ーなどの入力操作キー１４（１４ａはクリアキー）と、各種操作における決定を行う決定
キー１５ａと、上下方向のスクロールや左右方向のスクロール等を行う十字キー（上下方
向操作キー、左右方向操作キー）１５ｂと、から構成されている。
【００２３】
　また、操作キー群１１を構成する各キーには、操作部側筐体部２と表示部側筐体部３の
変形状態（オープン状態、クローズ状態、ターンクローズ状態）や起動されているアプリ
ケーションの種類に応じて、所定の機能の割り当て（キー・アサイン）が行われる。また
、使用者により操作キー群１１を構成する各キーの押圧動作がされることにより、割り当
てられている機能に応じた動作が実行される。
【００２４】
　また、操作部側筐体部２の一方の側面には、図２（Ａ）に示すように、外部機器（例え
ば、ホスト装置）とデータの送受信を行うためのインターフェース１６と、ヘッドホン／
マイク端子１７と、着脱可能な外部メモリのインターフェース１８と、充電端子１９とが
設けられている。なお、インターフェース１６、ヘッドホン端子１７及びインターフェー
ス１８は、着脱可能な防塵対策用のキャップで覆われている。
【００２５】
　また、操作部側筐体部２の他方の側面には、図２（Ｂ）に示すように、一対のサイドキ
ー（第１操作キー）２０と、撮像用の操作キー２１と、受信角度の調整可能な放送波受信
用のアンテナ２２とを備えている。また、サイドキー２０には、操作部側筐体部２と表示
部側筐体部３の変形状態（オープン状態、クローズ状態、ターンクローズ状態）や起動さ
れているアプリケーションの種類に応じて、所定の機能の割り当て（キー・アサイン）が
行われる。また、使用者によりサイドキー２０の押圧動作が行われることにより、割り当
てられている機能に応じた動作が実行される。
【００２６】
　また、表示部側筐体部３のフロントパネル３ａ表面には、各種情報を表示するための所
定形状のディスプレイ３０と、通話の相手側の音声を出力する音声出力部３１とが露出す
るように構成される。
【００２７】
　また、操作部側筐体部２のリアパネル２ｂ表面には、図３に示すように、被写体を撮像
するカメラ部２３と、被写体に光を照射するライト部２４と、が露出して形成されている
。また、操作部側筐体部２のリアパネル２ｂには、バッテリーが着脱可能に格納されてい
るバッテリー収納部を覆うバッテリーリッド２５が設けられている。
【００２８】
　また、表示部側筐体部３のリアパネル３ｂ表面には、各種情報を表示するための所定形
状のサブディスプレイ３２が露出して形成されている。
【００２９】
　また、ディスプレイ３０及びサブディスプレイ３２は、液晶パネルと、この液晶パネル
を駆動する駆動回路と、この液晶パネルの背面側から光を照射するバックライト等の光源
部とから構成される。
【００３０】
　また、操作部側筐体部２の上端部と表示部側筐体部３の下端部とは、図１乃至図３に示
すように、連結部（連結機構部）４により連結されている。連結部４の一方面側には、図
３に示すように、一列に配列されて構成されている副操作キー群３３を備えている。また
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、副操作キー群３３を構成する各キーには、操作部側筐体部２と表示部側筐体部３の変形
状態（オープン状態、クローズ状態、ターンクローズ状態）や起動されているアプリケー
ションの種類に応じて、所定の機能の割り当て（キー・アサイン）が行われる。また、使
用者により副操作キー群３３を構成する各キーの押圧動作が行われることにより、割り当
てられている機能に応じた動作が実行される。
【００３１】
　ここで、連結部４の構造と動作について図４乃至図７を用いて説明する。図４は、携帯
電話装置１を開いた状態（オープン状態）における斜視図を示す。図５は、図４に示すオ
ープン状態から携帯電話装置１の表示部側筐体部２と操作部側筐体部３を、連結部４の開
閉軸Ａを中心に矢印Ａ２方向に閉回転し、閉じた状態（クローズ状態）の平面図を示す。
図６は、図４に示すオープン状態から携帯電話装置１の表示部側筐体部２を、連結部４の
回動軸Ｂを中心にして矢印Ｂ２方向に１８０°回動した状態（ターンオープン状態）の斜
視図を示す。図７は、図６に示すターンオープン状態から携帯電話装置１の表示部側筐体
部２を、連結部４の開閉軸Ａを中心に矢印Ａ２方向に閉回転し、閉じた状態（ターンクロ
ーズ状態）の斜視図を示す。
【００３２】
　連結部４は、操作部側筐体部２と表示部側筐体部３とを、開閉軸Ａを中心にして任意の
角度で開閉自在に支持し、且つ回動軸Ｂを中心に任意の角度で回動自在に支持する２軸ヒ
ンジ機構により構成されている。
【００３３】
　また、連結部４は、一方端側４ａが図示しない連結部材により操作部側筐体部２の上端
部と連結されており、他方端側４ｂが図示しない連結部材により表示部側筐体部３の下端
部と連結されている。
【００３４】
　連結部４の一方端４ａには、該連結部４における表面から垂直に突出するように形成さ
れる凸形状の開閉部４ｃが形成されている。そして、操作部側筐体２の上端部には、この
凸形状の開閉部４ｃが挿嵌される凹形状の切り欠き部２ｃが形成されている。
【００３５】
　この開閉部４ｃの開閉軸Ａ方向における両側それぞれには、図示しない孔部Ａが形成さ
れる。また、操作部側筐体２の切り欠き部２ｃにおける両内側面には、図示しない孔部Ｂ
が形成される。そして、凸形状の開閉部４ｃが、凹形状の切り欠き部２ｃに挿嵌された状
態において、孔部Ａと孔部Ｂとは互いに近接して対向するように配置されると共に、孔部
Ａと孔部Ｂとの双方に円筒状の開閉連結部材が挿通される。これにより、操作部側筐体２
と連結部４とは、開閉可能に連結される。なお、開閉部４ｃは、操作部側筐体部２の上端
部に挿嵌される形状であれば良く、特に凸形状に限られず、また、操作部側筐体部２の上
端部の形状も凹形状に限られない。
【００３６】
　また、連結部４の他方端側４ｂと表示側筐体部３の下端部とは、回動連結部材により回
動自在に軸着されている。連結部４における表示部側筐体部３側の側面には図示しない孔
部Ｃが形成される。また、表示部側筐体３における連結部４側の側面には、孔部Ｄが形成
される。そして、孔部Ｃと孔部Ｄとの双方に回動連結部材が挿通されることで、操作部側
筐体２と連結部４とが回動軸Ｂを中心に回動可能に連結される。
【００３７】
　携帯電話装置１は、上述したように、操作部側筐体部２と表示部側筐体部３とが連結部
４により連結されているので、開閉軸Ａを中心にして、相対的に開閉動作させたり、回動
軸Ｂを中心にして回動動作をさせたりすることにより様々な状態に変形することができる
。
【００３８】
　例えば、開閉軸Ａを中心にして、矢印Ａ１方向に相対的に開動作をさせることにより、
操作部側筐体部２と表示部側筐体部３とを互いに開いた状態（開放（通常オープン）状態
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（第１状態））にすることができる。
【００３９】
　また、開閉軸Ａを中心にして、矢印Ａ２方向に相対的に閉動作をさせることにより、操
作部側筐体部２と表示部側筐体部３とを折り畳んだ状態（折畳み（通常クローズ）状態）
にすることができる（図５を参照）。
【００４０】
　また、オープン状態において、回動軸Ｂを中心に表示部側筐体部３を矢印Ｂ２方向に１
８０°回動させ（図６を参照）、開閉軸Ａを中心にして表示部側筐体部３を矢印Ａ２方向
に閉動作させてクローズ状態にすることにより、表示部側筐体部３のフロントパネル３ａ
が外側に露出したまま折畳んだ状態（回転折畳み（ターンクローズ）状態）にすることが
できる（図７を参照）。
【００４１】
　なお、本実施形態においては、連結部４による折り畳み式の携帯電話装置１の説明をし
ているが、折り畳み式ではなく、両筐体２、３を重ね合わせた状態から一方の筐体を一方
向にスライドさせるようにしたスライド式や、重ね合せ方向に沿う軸線を中心に一方の筐
体を回転させるようにした回転（リボルバ）式でも良い。
【００４２】
　操作部側筐体部２は、フロントケース２ａと、上述した操作キー群１１を構成するキー
シートと、キースイッチ用のフレキシブルプリント配線基板と、シールドケースと、基準
電位パターン層及び携帯電話機用のＲＦ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）モジュール
等の各種電子部品を備える回路基板と、アンテナ部と、リアケースと、バッテリーと、バ
ッテリーリッドと、を備える。また、バッテリーは、リアケース２ｂの外側から装脱可能
に収納される。
【００４３】
　また、フロントケース２ａとリアケース２ｂとは、互いの凹状の内側面が向き合うよう
に配置され、互いの外周縁が重なり合うようにして結合される。また、フロントケース２
ａとリアケース２ｂとの間には、キーシートと、フレキシブルプリント配線基板と、シー
ルドケースと、回路基板と、アンテナ部と、がこの順番で構成されている。つまり、フレ
キシブルプリント配線基板を覆うようにしてシールドケースが積層配置され、また、フレ
キシブルプリント配線基板の上面にキーシートが積層配置される。
【００４４】
　フロントケース２ａには、携帯電話装置１を折り畳んだ状態で表示部側筐体部３のディ
スプレイ３０と対向する内側面に、キー孔が複数形成される。複数のキー孔それぞれから
は、機能設定操作キー１３、入力操作キー１４及び十字キー１５ｂの押圧面が露出する。
この露出した操作キー群１１を構成する機能設定操作キー１３、入力操作キー１４及び十
字キー１５ｂの押圧面を押し下げるように押圧することで、対応するキースイッチのそれ
ぞれにおけるメタルドーム（椀状形状）の頂点が押圧され、スイッチ端子に接触して電気
的に導通する。
＜本発明の要部の説明＞
【００４５】
　次に、本発明の要点について詳細に説明を行う。
【００４６】
　図８は、本発明の携帯端末装置の使用形態を示す図である。図８に示すように、本発明
の携帯端末装置の使用形態は、携帯端末装置にて起動されているアプリケーションの種類
に応じて、例えば、４種類の使用形態に分類することができる。そして、この使用形態に
応じて、最適な操作キーの割り当て（キー・アサイン）が行われる（後述）。以下、この
４形態について説明する。
【００４７】
　図８（Ａ）は、一般にオープン状態（第１状態）と呼ばれるフォルダ開状態（縦方向で
の使用）を示していて、これは、電話機能やメール機能を使用する場合における最適な使
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用形態である。この形態でのキー操作は、操作部側筐体部（第１筐体）２に設けられた決
定キー１５ａ（操作キーａ３）、十字キー１５ｂ（操作キーａ１，ａ２，ａ４，ａ５）及
びクリアキー１４ａ（操作キーａ６）を含んだ、操作キー群（主操作部）１１により行わ
れる。キー操作の結果は、表示部側筐体部（第２筐体）３に設けられたディスプレイ（表
示部）３０に反映される。尚、操作部側筐体部２と表示部側筐体部３とは、連結部（連結
機構部）４により結合されている。
【００４８】
　図８（Ｂ）は、第２状態であるターンクローズ状態（縦方向での使用）を示していて、
例えば、写真機能やゲーム機能を使用する場合における使用形態である。この形態でのキ
ー操作は、副操作キー群（左右方向操作キー）及びサイドキー（上下方向操作キー）から
なる副操作部３０７にて行われる。キー操作の結果は、表示部３０に反映される。
【００４９】
　図８（Ｃ）は、第２状態であるターンクローズ状態（横方向での使用）を示していて、
例えば、写真機能やテレビ機能を使用する場合における最適な使用形態である。この形態
でのキー操作は、副操作キー群（上下方向操作キー）及びサイドキー（左右方向操作キー
）からなる副操作部３０７にて行われる。キー操作の結果は、表示部３０に反映される。
【００５０】
　図８（Ｄ）は、一般にクローズ状態（第３状態）と呼ばれるフォルダ閉状態を示してい
て、表示部３０を使用しない機能、例えば、ミュージックプレイヤー機能等を使用する場
合に最適な使用形態である。この形態でのキー操作は、副操作部３０７により行われる。
キー操作の結果は、サブディスプレイ（副表示部）３２に反映される。
【００５１】
　図９は、上述の携帯端末装置１の各使用形態に応じ、直感的なキー操作が可能となるよ
うに、最適な操作キーの割り当て（キー・アサイン）を行うために必要なキー割り当て動
作を行うための、携帯端末装置の機能ブロック図を示したものである。
【００５２】
　図９に示すように、携帯端末装置１のキー割り当て等に必要な機能ブロック図は、制御
部３００、ＲＯＭ３０１、ＲＡＭ３０２、ディスプレイ（表示部）３０、サブディスプレ
イ３２、無線通信部３０３、使用形態検出部３０４、表示方向検出部３０５、主操作部１
１（操作キー群）、副操作部３０７、表示制御部３０８、音声入出力部３０９により構成
される。
【００５３】
　制御部３００は、ＲＯＭ３０１及びＲＡＭ３０２と連携して、携帯端末装置１全体を制
御する。ＲＯＭ３０１には、携帯端末装置１の制御プログラム、各種アプリケーションプ
ログラム、キー割り当てテーブル等が予め記憶されている。そして、制御部３００は、Ｒ
ＯＭ３０１に記録された制御プログラムに基づいて各機能ブロックの制御を行う。また、
ＲＯＭ３０１に記録されている各種アプリケーションプログラムの起動／停止及び制御等
を行う。
【００５４】
　無線通信部３０３及び音声入出力部３０９は、携帯電話装置としての機能を実現するた
めの機能ブロックである。ディスプレイ３０及びサブディスプレイ３２は、各種アプリケ
ーションによって様々な表示が行われる。
【００５５】
　使用形態検出部３０４は、携帯端末装置１が、前述の４形態（３状態（オープン／クロ
ーズ／ターンクローズ）のうちの何れの形態（状態）であるかは、例えば、携帯端末装置
１の各所に設けられた磁気センサ等により検出し、ターンクローズの縦横は、アプリケー
ションの種類により検出）のうちの何れの形態であるかを検出するものである。形態が変
化すると、その検出結果を制御部３００に通知する。これにより、制御部３００は、該検
出結果を、ＲＡＭ３０２に、「現在の携帯端末装置の使用形態」として記憶する。
【００５６】
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　表示方向検出部３０５は、現在稼動しているアプリケーションプログラムから、ディス
プレイ３０が、縦方向（長手方向）で使用されているのか、または、横方向（短手方向）
で使用されているのかを検出し、その検出結果を制御部３００に通知する。ディスプレイ
３０が、縦方向（長手方向）で使用されているのか、または、横方向（短手方向）で使用
されているのかの検出は、例えば、制御部３００から送信される表示方向検出部３０５に
対する制御信号中に含まれる現在稼動しているアプリケーションプログラムの情報から検
出される。これにより、制御部３００は、該検出結果を、ＲＡＭ３０２に、「現在の携帯
端末装置の表示方向」として記憶する。
【００５７】
　主操作部１１及び副操作部３０７は、それぞれ操作キーが押圧動作されると、その情報
を制御部３００に通知する。
【００５８】
　表示制御部３０８は、例えばワンチップコンピュータからなり、アプリケーションプロ
グラム毎に決まった表示方向に基づいて、ディスプレイ３０に表示される画像を、縦方向
または横方向にて表示する。
【００５９】
　また、音声入出力部３０９は、稼動しているアプリケーションプログラムに従って、必
要とされる音声を出力する。
【００６０】
　次に、図１０及び図１１を参照して、前述の携帯端末装置１の各使用形態（４形態）に
応じ、ユーザにとって、直感的なキー操作が可能となるような、最適な操作キーの割り当
て（キー・アサイン）を行うための手順（方法）について説明を行う。尚、図１０は、キ
ー割り当てを行うための手順を示したフローチャートであり、図１１は、具体的なキー割
り当てテーブルを示したものである。
【００６１】
　先ず、制御部３００は、ステップＳ１０にて、現在の携帯端末装置の使用形態を検出す
る。具体的には、制御部３００がＲＡＭ３０２の「現在の携帯端末装置の使用形態」を参
照し、現在の携帯端末装置の使用形態を判定する。ステップＳ１０で、フォルダ開状態で
あると判定された場合、制御部３００は、処理をステップＳ１１に移す。
【００６２】
　ステップＳ１１にて、制御部３００は、操作キーａ１～ａ６の割り当てを、ＲＯＭ３０
１に記憶されたキー割り当てテーブルの「フォルダ開状態（縦）」の操作キーａ１～ａ６
各々に割り当てられたキー操作機能とする。尚、このキー割り当ては、携帯端末装置１の
基準となる状態（通常キー・アサイン）であって、このキー割り当ては、当該携帯端末装
置１固有のものである。そして、この操作キーａ１～ａ６の各々が有するキー操作機能が
、以降の操作キーｂ１～ｂ６に割り当てられることになる。
【００６３】
　一方、ステップＳ１０にて、フォルダ閉状態であると判定された場合には、制御部３０
０は、処理をステップＳ１２に移す。
【００６４】
　ステップＳ１２にて、制御部３００は、操作キーｂ１～ｂ６の割り当てを、ＲＯＭ３０
１に記憶されたキー割り当てテーブルの「フォルダ閉状態」の操作キーｂ１～ｂ６各々に
割り当てられたキー操作機能とする。この場合、操作キーｂ１～ｂ６の割り当ては、これ
から起動するアプリケーション、または、起動されたアプリケーションによって決定され
る。例えば、操作キーｂ１の押圧動作をすることにより、ミュージックプレイヤーが起動
される等である。尚、以降、操作キーｂ５，ｂ６を第１操作キー、操作キーｂ２，ｂ３を
第２操作キー、操作キーｂ４を第３操作キー、操作キーｂ１を第４操作キーとも称する。
【００６５】
　一方、ステップＳ１０にて、ターンクローズ状態であると判定された場合には、制御部
３００は、処理をステップＳ１３に移す。
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【００６６】
　ステップＳ１３にて、制御部３００は、ディスプレイ（表示部）３０に表示された画像
が、待ち受け中初期画面か否かの判定を行う。ここで、待ち受け中初期画面は、携帯端末
装置１がターンクローズする前に起動させたいアプリケーションの選択を行わなかった場
合に表示される。ステップＳ１３にて、表示部３０の表示が待ち受け中初期画面であった
場合、制御部３００は、処理をステップＳ１７へ移す。
【００６７】
　ステップＳ１７にて、制御部３００は、操作キーｂ１～ｂ６の割り当てを、ＲＯＭ３０
１に記憶されたキー割り当てテーブルの「ターンクローズ状態（待ち受け中初期画面）」
の操作キーｂ１～ｂ６各々に割り当てられたキー操作機能とする。この場合、操作キーｂ
１～ｂ６の割り当ては、これから起動するアプリケーション、または、起動されたアプリ
ケーションによって決まっている。例えば、操作キーｂ２の押圧動作をすることにより、
カメラが起動される等である。
【００６８】
　一方、ステップＳ１３にて、待ち受け中初期画面が表示されていない場合、すなわち、
携帯端末装置１がターンクローズする前に起動させたいアプリケーションの選択がすでに
行われていた場合、又は、ターンクローズ状態から特定のアプリケーションが起動された
場合、処理をステップＳ１４に移す。
【００６９】
　ステップＳ１４では、起動されたアプリケーションが、制御部３００により、第２表示
状態（横長表示）であるか否かが判定される。横長表示で無く、縦長表示（第１表示状態
）であると判定された場合には、処理をステップＳ１５に移す。
【００７０】
　ステップＳ１５にて、制御部３００は、操作キーｂ１～ｂ６の割り当てを、ＲＯＭ３０
１に記憶されたキー割り当てテーブルの「ターンクローズ状態（縦）」の操作キーｂ１～
ｂ６各々に割り当てられたキー操作機能とする。詳しくは、操作キーｂ１の操作機能とし
て操作キーａ６の機能（取り消し（クリア）または戻る）が割り当てられ、操作キーｂ２
の操作機能として操作キーａ２の機能（左へ移動）が割り当てられ、操作キーｂ３の操作
機能として操作キーａ４の機能（右へ移動）が割り当てられ、操作キーｂ４の操作機能と
して操作キーａ３の機能（選択または決定）が割り当てられ、操作キーｂ５の操作機能と
して操作キーａ１の機能（上へ移動）が割り当てられ、操作キーｂ６の操作機能として操
作キーａ５の機能（下へ移動）がそれぞれ割り当てられる。
【００７１】
　一方、ステップＳ１４にて、起動されたアプリケーションが、制御部３００により、第
２表示状態（横長表示）であると判定された場合には、処理をステップＳ１６に移す。
【００７２】
　ステップＳ１６にて、制御部３００は、操作キーｂ１～ｂ６の割り当てを、ＲＯＭ３０
１に記憶されたキー割り当てテーブルの「ターンクローズ状態（横）」の操作キーｂ１～
ｂ６各々に割り当てられたキー操作機能とする。詳しくは、操作キーｂ１の操作機能とし
て操作キーａ６の機能（取り消し（クリア）または戻る）が割り当てられ、操作キーｂ２
の操作機能として操作キーａ５の機能（下へ移動）が割り当てられ、操作キーｂ３の操作
機能として操作キーａ１の機能（上へ移動）が割り当てられ、操作キーｂ４の操作機能と
して操作キーａ３の機能（選択または決定）が割り当てられ、操作キーｂ５の操作機能と
して操作キーａ２の機能（左へ移動）が割り当てられ、操作キーｂ６の操作機能として操
作キーａ４の機能（右へ移動）がそれぞれ割り当てられる。
【００７３】
　以上のように構成された携帯端末装置１によれば、以下の効果がある。
【００７４】
　フォルダ開状態における十字キー１５ｂ、決定キー１５ａ及びクリアキー１４ａの有す
る操作性を、フォルダ閉状態やターンクローズ状態における副操作部３０７に持たせるこ
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とができ、副操作部３０７を、十字キー１５ｂ、決定キー１５ａ及びクリアキー１４ａと
同様に、違和感無く使用することができる。
【００７５】
　また、従来例のように、フォルダ閉状態やターンクローズ状態において、露出する部位
に十字キーを設ける場合と比べ、副操作部３０７が占有するスペースを小さくすることが
でき、筐体のコンパクト化または画面（表示部）の大型化が図れる。
【００７６】
　さらに、副操作部３０７の各キーを、十字キー１５ｂ、決定キー１５ａ及びクリアキー
１４ａの有する用途以外の用途で使用した場合でも、違和感の無いキー操作が可能となる
。
【００７７】
　また、携帯端末装置のレイアウト（縦／横）に従って、視覚的に認識のしやすいキー・
アサインを実現できる。
【００７８】
　以上、実施例について説明したが、本発明はこれに限られるものではない。
【００７９】
　例えば、以上の説明において、第２表示状態（横長表示）であるか否かの判定は、起動
されるアプリケーションの種類によって決まるとして説明したが、これに限定されること
は無く、例えば、携帯端末装置１内に設けられたモーションセンサによって判定するよう
にしても良い。
【００８０】
　また、本発明のキー割り当て（キー・アサイン）機能は、携帯端末装置のみならず、他
の機器（装置）にも適用することが可能である。例えば、ＰＨＳ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｈ
ａｎｄｙ　ｐｈｏｎｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　
Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）、ポータブルナビゲーション装置、ノートパソコン等のアンテナを
備えた他の携帯無線機などである。
【図面の簡単な説明】
【００８１】
【図１】本発明に係る携帯端末装置の開いた状態における正面図である。
【図２】本発明に係る携帯端末装置の開いた状態における側面図である。
【図３】本発明に係る携帯端末装置の開いた状態における背面図である。
【図４】本発明に係る携帯端末装置の開いた状態における斜視図である。操作部側筐体部
に内蔵される部材の分解斜視図である。
【図５】本発明に係る携帯端末装置の表示部側筐体部と操作部側筐体部を、閉じた状態（
クローズ状態）における平面図である。
【図６】本発明に係る携帯端末装置の表示部側筐体部を、連結部の回動軸を中心にして１
８０°回動した状態（ターン状態）における斜視図である。
【図７】図６に示す表示部側筐体部を、連結部の開閉軸を中心に閉回転し、閉じた状態（
ターンクローズ状態）における斜視図である。
【図８】本発明に係る携帯端末装置の使用形態を示す図である。
【図９】本発明に係る携帯端末装置の機能ブロック図である。
【図１０】本発明に係る携帯端末装置のキー割り当て判定フローチャートである。
【図１１】本発明に係る携帯端末装置のキー割り当てテーブルを示した図である。
【図１２】従来の携帯端末装置における十字キーの配置を示す図である。
【図１３】従来の携帯端末装置における十字キーの配置を示す図である。
【符号の説明】
【００８２】
１　携帯電話装置（携帯端末装置）、２　操作部側筐体部、２ａ、３ａ　フロントパネル
、２ｂ、３ｂ　リアパネル、３　表示部側筐体部、４　連結部、１１　操作キー群（主操
作部）、１２　音声入力部、１３　機能設定操作キー、１４　入力操作キー、１４ａ　ク
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リアキー、１５ａ　決定キー、１５ｂ　十字キー、１６　インターフェース、１７　ヘッ
ドホン／マイク端子、１８　インターフェース、１９　充電端子、２０　サイドキー、２
１　操作キー、２２　アンテナ、２３　カメラ部、２４　ライト部、２５　バッテリーリ
ッド、３０　ディスプレイ、３１　音声出力部、３２　サブディプレイ、３３　副操作キ
ー群、３００　制御部、３０１　ＲＯＭ、３０２　ＲＡＭ、３０３　無線通信部、３０４
　使用形態検出部、３０５　表示方向検出部、３０７　副操作部、３０８　表示制御部、
３０９　音声入出力部、ａ１～ａ６，ｂ１～ｂ６　操作キー

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】
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